
 

 

 

 

 

  

資料１ 

大和市 



 

  

目次 

１．大和市地域防災計画とは P１ 

２．大和市地域防災計画修正の背景 P２ 

３．大和市地域防災計画修正の趣旨 P２  

４．今回の主な修正内容  P３  

４－１ 災害対策基本法改正に伴う修正  P４・5 

４－２ 気象業務法、水防法改正に伴う修正 P６ 

４―３ 雪害対策・火山災害対策等の追加 P６・７ 

５．計画の運用 P８  



 

1 

 

１．大和市地域防災計画とは              
（１）計画の目的 

大和市地域防災計画（以下「本計画」という。）は、災害対策基本法（以下「災対法」と

いう。）第 42 条の規定に基づき、市長を会長とし、市内外の防災関係機関の代表者などに

より構成される「大和市防災会議」が策定する災害対策全般にわたる計画で、地震や風水害

等の災害対策に関し、市及び関係機関が対応すべき事務又は業務についての総合的な指針を

定めています。 

市は、本計画を基に、災害に強いまちづくりを推進するとともに、万一の災害時には効果

的な応急対策を行うことで、市域と市民の生命、身体及び財産を保護し、社会秩序の維持と

公共の福祉の確保を図ります。また、本計画は、国の「防災基本計画」および県の「地域防

災計画」と相互に関連性を有し、連携した地域計画となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の構成 

本計画は、次の各編により構成されています。 

編 概      要 

総 則 
計画の策定方針、計画の構成、市民・事業所の役割、地震や

風水害等被害の想定及び被害履歴等について定めています。 

地震災害対策計画 
震災に対する事前の備え、震災が発生した場合の対応、復旧・

復興に必要な制度や措置について定めています。 

風水害対策計画  
風水害に対する事前の備え、風水害が発生した場合の対応、

復旧・復興に必要な制度や措置について定めています。 

特殊災害対策計画 
放射性物質災害などに関する予防計画・応急対策計画を定めて

います。新たに雪害対策、火山災害対策を新設します。 

地 区 防 災 計 画  
地区防災計画が市防災会議で必要と認められたときに、記載

することになります。 

資 料 各編に関する資料等をまとめています。 
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２．大和市地域防災計画修正の背景          

大和市地域防災計画については、これまでも災対法の改正等に合わせ、国や

県の防災計画等と整合を図りながら、修正を行ってきました。 

平成 24年 6月に、東日本大震災を教訓として災対法が改正されました。平

成 25年１月には、この内容を踏まえて本市地域防災計画の修正を行いました。 

その後、平成 25年 6月に避難行動や屋内待避等に関する災対法の改正、平

成 26年 11月には緊急車両通行ルート確保に関する災対法の改正が行われま

した。 

また、平成 25年 5月には気象業務法改正に伴う特別警報の運用が始まり、

同年 6月には水防法の改正により自衛水防の推進が強化されるなど、風水害対

策の充実が図られました。 

近年、台風や火山噴火など、極端な自然現象が全国的に発生しており、本市

でも、昨年は大雪による雪害や台風による水害が発生しました。 

以上のことから、本市の対応について明らかにする必要があります。 

 

 
 

３．大和市地域防災計画修正の趣旨          

今回の計画修正については、平成 25年 6月と平成 26年 11月の災対法の

改正に関する内容を反映します。 

また、災害対策に関係する気象業務法、水防法の改正内容を反映します。 

その他、新たに雪害対策及び火山災害対策に関する本市の対応等について追

加します。 
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４．今回の主な修正内容               

今回の計画修正は、災対法改正の反映、気象業務法・水防法改正の反映、その

他の防災対策等に関わる修正に分類されます。 

（１） 

（3） 

  

 

（１） 

災害対策基本法の改正に 
伴う修正 
①避難行動要支援者名簿の 

作成等に関する修正 

②屋内待避等の安全確保措置 

を追加 

③インターネット等を活用 

した情報伝達を追加 

④指定緊急避難場所、指定避 

難所の位置づけ 

⑤地区防災計画の提案制度を 

追加 
⑥り災証明に関する記載を 

修正 

⑦安否情報の提供等を追加 
⑧被災者台帳の作成等を追加 

⑨緊急車両の通行ルート確保 

のための放置車両対策を追 
加 

（２） 

気象業務法、水防法改正に 
伴う修正 
①特別警報の運用規定を追加 
②浸水想定区域内に所在する防 

災上の配慮を要する施設に、 

新たに大規模工場を追加 

（３） 
雪害対策・火山災害対策等
の追加 
①雪害対策を新設 
②火山災害対策を新設 
③風水害時の避難判断基準を 
追加 

④一時滞在施設に市内協定締結 
先を追加 

⑤スタンドパイプ応急給水用資 
機材を用いた給水対応につい 
て追加 

⑥市内ＰＲボードの活用につい 
て追加 

⑦指定避難所を新たに避難生活 
施設の名称で位置づけ 

⑧放射性物質災害対策の修正 
⑨県営水道の配水池の変更 
⑩MCA無線についての記載を 
追加 

⑪竜巻等の突風に関する情報と
竜巻から身を守るための行動
を追加し、併せて風水害時の
市民の対応を修正 



   ４－１ 災害対策基本法の改正に伴う修正     
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•高齢者や障がい者等のうち、避難について特に支援が必要な「避難

行動要支援者」の名簿をあらかじめ市が作成し、地域の支援者等と

の間で情報共有する制度が法制化されました。 

•既に河川が氾濫している場合など、避難場所へ移動することにより

かえって危険が生ずる場合があります。 

•東日本大震災では、避難指示を行ったにも関わらず逃げ遅れが発生

し、また避難誘導等にあたった防災関係者等の被害も生じました。 

•伝達手段を多様化させるため、市が通信事業者等に情報提供を要請

できることが規定されました。 

・指定緊急避難場所の指定 

 円滑かつ安全な避難を促進するため、災害の危険から緊急に逃れる  

 ための避難場所として、地震や風水害などの異常な現象の種類ごと  

 に、指定緊急避難場所を指定します。 

・指定避難所の指定 

 被災者の避難及び救援を円滑に実施するため、適切な施設を平時か 

 ら指定避難所に指定します。また、市が指定避難所を国・県に報告 

 することで、国等による救援物資輸送を的確かつ迅速に実施するこ 

 とが可能になります。 

P7、２０ほか（以下、資料３のページ番号） 

P40、５2 

P３、９、１４ほか 

資料２ 

P5、6ほか 
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•自助と共助による自発的な防災活動を促進するため、市内の地区

居住者等からの提案により、本計画に地区防災計画を定めること

ができる制度が創設されました。 

•地区防災計画では、計画の対象範囲、活動体制など、各地区の特

性に応じて地区居住者等が行う防災活動を定めます。 

 

•東日本大震災では、り災証明交付までに数か月を要した市町村も

あったことを踏まえ、証明書が遅滞なく被災者に交付されるよう

法律に規定が設けられました。 

•東日本大震災では、被災者の安否情報について個人情報にあたる

として、被災者の家族等に回答することを逡巡した自治体があっ

たことから、法律に明確な根拠が定められました。 

•被災者支援にあたり、「支援漏れ」や「手続きの重複」なく、効

率的に実施するため、個々の被災者の被害状況や支援状況等を一

元的に集約する被災者台帳の作成を行う制度が創設されました。 

•大規模地震や大雪等の災害時には、道路上に大量の放置車両や立

ち往生車両が発生し、災害応急対策等に支障が生じるおそれがあ

ることから、車両の移動など道路管理者が実施できる措置を定め

ました。 

P１、７ほか 

P２４、６4 

P１６、２０ほか 

P２４、６4 

P１７，１８、２５ほか 



   ４－２気象業務法、水防法改正に伴う修正      
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    ４―３ 雪害対策・火山災害対策等の追加     

平成26年の2月の大雪により、本市でも転倒による負傷者の

発生や道路への積雪など、市民生活に大きな影響がありまし

た。 

本市においても富士山等で大規模な噴火が発生した場合は、

噴石や火山灰により、生活に大きな影響が及ぶことが予想さ

れます。 

P69～ 

P７6～ 

P49 

本計画に、気象庁が

運用を開始した「特別

警報」についての記載

を追加し、災害時の市

職員参集基準等を修

正します。 

浸水想定区域内に

所在する防災上の配

慮を要する施設に、新

たに大規模工場を追

加します。 

P２ほか P３２ほか 

P６、２６ほか 
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。 

P１９、５8 

P１５、１６ほか 

P６5～ 

P１９、５9 

P３、４、１４ほか 

P5、６ほか 

P３３、４5 
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５．計画の運用                     

今後は、新たに加えた雪害対策や火山災害対策等について、災害時の具体的

な対応マニュアルを作成するとともに、他の修正内容についても、大和市業務

継続計画に反映させます。また、必要な予算措置を行い、予防・応急体制を確

保します。 

 

大和市地域防災計画 


